
三次市教育委員会告示第４号 

 

 

 三次市立中学校部活動生徒派遣事業補助金交付要綱の一部を改正する告示を次

のように定める。 

 

 

  平成２３年３月１７日 

 

 

三次市教育委員会委員長 沖 田  稔  

 

 

   三次市立中学校部活動生徒派遣事業補助金交付要綱の一部を改正す 

る告示 

 

 三次市立中学校部活動生徒派遣事業補助金交付要綱（平成２１年三次市教育委

員会告示第１６号）の一部を次のように改正する。 

 

 第４条第１項中「四半期」を「３期」に，「，４月から６月を第１期，７月か

ら９月を第２期，１０月から１２月を第３期，１月から３月を第４期」を「，４

月から７月までを第１期，８月から１１月までを第２期，１２月から翌年３月ま

でを第３期」に改める。 

 第１０条各号列記以外の部分中「，各四半期」を「，各期」に改める。 

   附 則 

 この告示は，平成２３年４月１日から施行する。 

 


